
令和元年１０月２４日

元請業者及び下請業者が行う自家警備の取扱いについて

お 知 ら せ

岡山県土木部

自家警備については、警備業者が交通誘導員不足により交通誘導警備業務を受

注することができない場合であって工事の安全上支障がない場合などやむを得な

い場合に限り、行うことができるとなっており、平成２９年６月８日付け国土交

通省通知「交通誘導員の円滑な確保について」において、「元請建設企業の社員に

よるいわゆる自家警備は可能である」とされています。

ここでいう「元請建設企業」とは、建設工事の元請負人のみを指すのではなく、

警備会社に警備を発注しうる立場の建設会社を指します。

したがって、建設工事の下請業者についても、下請契約により請け負った工事

の範囲内であれば、当該下請業者の社員による自家警備は可能です。

岡山県 技術管理課 ホームページへのアクセス方法

県のホームページ（http://www.pref.okayama.jp)から → 画面右上の［組織で探す］

をクリック →［土木部］をクリック →［技術管理課］をクリック

【問合せ先】

土木部技術管理課技術指導班
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